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交通，労災，その他の事故，戦傷，自然災害
戦災，疾病，先天性，その他（　　　　　 ）

注意 　障害名には現在起こっている障害、例えば両眼失明、両耳ろう、右上下肢麻痺、心臓
機能障害等を記入し、原因となった疾病には、角膜混濁、先天性難聴、脳卒中、僧帽弁
膜狭窄等原因となった疾患名を記入してください。

　障害区分や等級決定のため、岡山県社会福祉審議会から改めて記載内容についてお問
い合わせをする場合があります。

※原則として、障害の程度が軽減する可能性がある場合のみ、「要」とし、再認定が必要な時期
を記入してください。また、再認定「要」とした理由を、⑤総合所見欄等に記入してください
（成長により障害程度に変化が生じることが予想される場合を除く）。
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（上記枠内の「各器官の観察点」に留意し、異常の部位、内容、程度等を詳細に記載）

－3－－2－

⑴　 状態

⑵　 所見
ア　末梢性　　イ　中枢性　　ウ　小脳性　　エ　その他（　　　　　　　　　　　　　　  ）

⑵　 日常生活におけるコミュニケーション活動

閉眼で起立（  可  ・  不可  ）
開眼で直線10m以内歩行（  可  ・  不可  ）
閉眼で直線10m以内歩行（  可  ・  不可  ）

イ  語音による検査（語音明瞭度検査結果表※を添付してください。）

最高語音明瞭度

※日本聴覚医学会が定めたスピーチオージオグラム、67（57）－Ｓ語表

右　　　　　 ％（　　dB）
左　　　　　 ％（　　dB）型式

（３）  そしゃく機能障害と小腸機能障害を併せもつ場合は、必要とされる栄養摂取の方法等が、ど
ちらの障害によるものであるか詳細に診断し、該当する障害について認定することが必要です。

（５）身体障害者手帳（聴覚障害）の所持状況

２ 「平衡機能障害」の状態及び所見

３ 「音声・言語機能障害」の状態及び所見
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⑴　 構音（発音）の状態

ア　家庭において家族（肉親）との会話の用をなさない（日常会話は誰が聞いても理解でき
　　ない）。
イ　家族（肉親）との会話は可能であるが、家庭周辺において他人にはほとんど用をなさない。
ウ　日常の会話は可能であるが、不明瞭で不便がある。
エ　その他所見

型式


